
 －5-32－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【位置】 

○活用している制度名称： 

・連担建築物設計制度 

○対象地域：市内全域 

○施行年月：平成１５年７月 

（改正：平成１８年４月／平成２８年４月） 

○担当課 ：名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 

事例 14：名古屋市連担建築物設計制度 

背景・経緯 
・名古屋市では、未接道敷地での建て替え促進が、密集市街地の改善に繋がる認識

の下、連担建築物設計制度を検討した。 

・名古屋市では、平成１５年７月に、建築基準法第８６条第２項の規定による連担

建築物設計制度の認定基準を定め施行した。 

・紹介する事例は、認定基準により建て替えた事例であり、いずれも路地奥の建て

主の建て替え相談から発展し、奥の２軒での連担建築物設計制度の活用に至った

事例である。 

・連担建築物設計制度を活用した密集市街地型の事例は、市内でこの２カ所である。 

・名古屋市では、建築基準法第４３条第１項ただし書規定の取扱い基準を、平成２７

年４月に改定し、現況幅員が０．９ｍ以上である通路等も対象にただし書き規定の

対象とするなど、緩和方向での改定がなされたことから、今後はこのような連担建

築物設計制度の活用は少なくなることも想定される。 

検討体制 ○庁内検討体制：建築指導部内において基準制定のための検討を実施 

合意形成の

手法 

・当該建築物等の建て替えを計画していた平成１８年及び２１年当時の建築基準法第

43 条第 1 項のただし書き規定の名古屋市の運用では、建て替えが出来ない状況で

あった。ちょうどその時期に連担建築物設計制度の認定基準が出来ていたため、建

て替えを考えた建て主が検討を行った。 

・喉元敷地を除外して、建て主が中心となって隣接敷地の権利者と協議し、連担建築

物設計を実施し認定を受けた。 

・事例Ａは、現況の通路幅は約２．９ｍあったため、建て主の敷地前面で一方後退で

４ｍ幅員を確保し、２階建ての専用住宅が建設されている。終端の敷地も一団地に

含むが、この敷地は後退義務は生じなく幅員４ｍの通路に接するため、合意形成が

し易かったと想定される。 

・事例Ｂは、現況の通路幅約２．２ｍの路地奥に２軒が概ね並んで立地する配置であ

り、通路中心から２ｍ後退し、２階建の専用住宅が建設されている。接道困難な２

名の土地建物所有者が協力して実現できたと想定される。 

制度導入の 

ポイント 

実績・効果 

・庁内での検討のため外部委託はしていない。 外部委託 
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名古屋市連担建築物設計制度＜密集市街地型＞認定基準（概要）（平成 18 年 4 月時点） 

 基 準 検討内容、規制値の根拠 

適用範囲 
 

・現に存する幅員 1.5ｍ以上の、現に建物が建ち並んでいる通路

に面する敷地における住宅の建築で、特定行政庁がやむを得な

いと判断した場合に適用する。 

・土地区画整理事業など面

的整備が計画されてい

る地区については、原則

として適用しない。 

区域 

・通路に接するすべての敷地を含むこと、ただし喉元敷地は外す

ことが出来る。 

・区域は、建築基準法の道路に２ｍ以上接すること 

・愛知県建築基準条例第６条（路地状部分の延長 15ｍ未満は接道

幅 2ｍ、15～25ｍは 2.5ｍ、25ｍ以上は 3ｍ）に適合すること 

 

通
路 

幅員 ・2.0ｍ以上かつ現況幅員以上とし、区域外の道路に接続する。  

延長 ・70ｍ未満。行き止まりの場合は、35ｍ未満。但し周囲に公園があ

る等安全上支障が無い場合は、この限りでない。 

 

敷地 ・通路に２ｍ以上有効に接すること。 

・原則として敷地は分割しないこと。 

 

形態 ・通路は、杭、縁石等により境界線を明確にし、中心線を定める

こと。 

 

通行 ・通路には、門、塀、生垣、その他工作物など通行の妨げとなる

ものを設置してはならない。 

 

建
築
物
等 

用途階数 ・原則として階数が２以下の戸建て住宅であること 

・喉元敷地及び物置等の平屋建ての付属建築物は適用しない。 

（構造・出入口について同じ） 

 

構造 ・耐火建築物又は準耐火建築物とすること。  

出入口 ・各建物の出入り口は、通路又は敷地内の空地に面して設ける。  

延焼防止
等 

・延焼規定、採光規定、外壁後退、日影規制及び高度地区は敷地

の各境界線の全てを隣地境界線とみなして、それぞれの規定に

適合すること。 

 

建蔽率 
容積率 

・通路のみに接している敷地は、4ｍの道路に接道しているものと

見なし、建築基準法第 52条第 1項及び第 2項の規定を適用する。 

 

通路から
の後退 

・通路に面する建築物の各部分は、通路中心から 2.0ｍ以上離す

こと。 

 

後退区域 ・後退部分は道路状に整備し、工作物等を設置してはならない。  

高さ ・敷地境界線を隣地境界線と見なし、敷地と通路との境界線を道

路境界線と見なし、建築基準法第５６条の規定に適合すること。 

・ただし喉元敷地は、建築基準法施行令第 132 条を準用する。 

 

通路所有
者 

・通路部分の所有者は、協定の締結がなされた場合、通路面積の

１／２を限度に敷地面積に加算し、建蔽率、容積率を算定でき

る。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5-24 認定事例Ａ 図 5-25 認定事例Ｂ 




